
鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部における公的研究費の運営・管理責任体制及び不正防止体制 

 

 

 

統括管理責任者（経理部長） 

・最高管理責任者を補佐 

・公的研究費の管理及び運営について機関全体を統括し、 

実質的な責任と権限を持つ 

・「不正使用防止計画」をコンプライアンス推進責任者と共に実施 

学術研究所研究支援課 

・「不正使用防止計画」の策定 

・公的研究費の事務処理及び使用ルールの相談窓口 

公的研究費 

調査委員会 
設置・調査の指示 

コンプライアンス推進責任者 

（学術研究所長） 

・「不正使用防止計画」を関係部署・教職員に周知し、 

その実施状況を把握及び報告する。 

コンプライアンス推進副責任者 

（研究支援課長） 

 

 

教員・職員 

内部監査室 

連携 

通報受付窓口 

（総務部総務課） 

報告 

最高管理責任者（学長） 

・公的研究費の管理及び運営の最終責任者 

報告 

指示 

通報の報告 

周知 

報告 指示 

指示 

報告 

不正使用防止計画推進部署 

総務部総務課 

経理部経理課 

監事 

会計監査人 

連携 

連携 


